
当 事 務 所 の 顧 問 サ ー ビ ス の 特 徴

業界でも珍しい「“使い放題”顧問プラン」を採⽤。法律相談から交渉・裁判⼿続までの顧問弁護⼠サービスを、

定額で受けることができます。

同時進⾏案件数でプランを選ぶことができるため、貴社のニーズに合わせてお選びいただくことが可能です。

 “使い放題”顧問プラン

当事務所の弁護⼠は⾼度な専⾨性を有し、⽇々、その向上に励んでいます。

また、隣接⼠業といった弁護⼠以外の専⾨家との連携も積極的に進めています。

 専⾨家へのアクセス

ビジネスチャットツール「チャットワーク」をはじめ、「Skype」「LINE」「メッセンジャー」等、
最新のITツールを駆使し、貴社と緊密な連絡を図ります。
�

 各種ITツールを活⽤
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このようなことでお困りではありませんか？
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着⼿⾦・報酬⾦

同時進⾏件数

顧問弁護士の表示

サービス／プラン名

メール/チャットによる
法律相談

電話/WEBによる
法律相談

従業員 知人 顧客の法律相談

【裁判外の手続】

貴社への訪問

他の専門家の紹介

顧問先専用連絡先の共有

面談による法律相談

※会社と利害対立のないものに限ります

例）民事交渉代理、契約書・規約等の作成・
チェック、法令・判例調査、社内研修

【  裁 判 手 続  】

着手金・報酬金

例）訴訟・調停・労働審判・保全・執行

同時進行件数

着手金・報酬金

同時進行件数

月額 ７ 万円

○

無料

無料

月１回まで

○

○

無料

無料

○

無料

１件まで

✕

別途費用が掛かります

－

月額 １０ 万円

○

無料

無料

月２回まで

○

○

無料

無料

○

無料

【裁判手続】との合計で３件まで

○

無料

１件まで

月額 １５ 万円

○

無料

無料

月３回まで

○

○

無料

無料

○

無料

【裁判手続】との合計で５件まで

○

無料

２件まで

月額 ２５ 万円

○

無料

無料

月４回まで

○

○

無料

無料

○

無料

無制限

○

無料

３件まで

契約内容について顧客・取引先とトラブルが起こった

従業員とのトラブルが起こった

他社から権利侵害（商標・特許・著作権・営業秘密・不公正な圧⼒等）を受けている

事業継承の準備をしたい

契約交渉を⽀援してほしい

未払の債権を回収したい

契約書等のひな形を作成したい

従業員に法務教育を⾏いたい

会社関係者がトラブルに巻き込まれた

⽇常的に電話・メール等で相談できる弁護⼠が欲しい

オススメ

当事務所は様々なニーズに
対応できるよう、きめ細や
かなヒアリングを心掛けて
います。
 
もしプランにないご要望が
ありましたら、ぜひご相談
ください。

そ の 他
… and more 


